
ＳＴマーク使用許諾契約者 各位 

 

皆様には、「製品安全自主行動計画」の策定要請、「重大製品事故」についての経済産業

省への報告、「重大製品事故以外の製品事故」についての独立行政法人製品評価技術基盤機

構（NITE）への報告等に関して通知させて頂いております。 

（平成 19年 5月 10日付「日本玩具協会の「製品安全自主行動計画」の送付について 

（通知）」をＳＴマーク使用許諾契約者に郵送） 

 

また、経済産業省から、平成 20 年 10 月 10 日付で「消費生活用製品等による事故等に

関する情報提供の要請について（事業者に対する再周知）」がありました。 

特に、「重大製品事故以外の製品事故」（非重大事故）について、NITE に対する情報提

供に積極的に対応頂きたい旨の再要請であり、また、NITE への報告の対象となる「非重

大事故」の目安について示されております。（本資料３P目）ので、これらを十分に御把握

頂きたいと存じます。 

 

 

 


































